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１.はじめに	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

１−１.研究の背景と目的	 

	 昨今、全国の大都市都心部で数多くのエリアマネジ

メント活動註 1)が行われている 1)(図 1)。都心部(の既

成市街地註 12))におけるエリアマネジメント活動(以下、

エリマネ活動)では、更なる成熟に向け、公共的空間註

2)の運用註 3)による賑わい創出と、それに伴う財源確保

の模索が続いている 2)。その中で 2014 年に大阪市が、

自主条例である大阪市エリアマネジメント活動促進条

例(以下、大阪版 BID 条例)	 3)4)を、全国に先駆けて施

行した。この条例の特徴は、現行の都市計画諸制度註

6)を活用し、都市の質的成熟を図る点にある。	 

	 エリアマネジメント団体(以下、エリマネ団体)を都

市再生整備計画(以下、整備計画)で、都市再生推進法

人と公的に位置づけ、公共的空間での賑わい創出事業

や、それに伴う収益事業註 9)の実施を担保する註 4)。ま

た都市利便増進協定(以下、利便協定)で定める区域の

地権者らから分担金を徴収し、エリマネ団体へ分担金

を交付することで、都市利便増進施設(以下、利便施設)

の安定的かつ持続的な維持管理を誘導する狙いがある。	 

	 今後は他地区での適用に向けた取組みなどが求めら

れる。一方、適用に向けて事業実施する公共的空間の

エリアマネジメント活動における位置づけや、エリマ

ネ団体が施設を維持管理するプロセスは明らかでない。	 

	 エリアマネジメント活動は、地区の市街地特性註 5)

を反映し、民間の主体が行う活動である 6)。そのため、

特に大都市都心部では、民間の描く地区の将来都市像

と実現に向けた公共的空間の運用は、地区により多様

になると考える 5)14)。加えて、制度適用が想定される

地区は、地区の抱える課題解決に向けた、民間が主体

の継続的なまちづくり活動が蓄積された地区である。	 

	 そこで本研究では、大阪市都心部で活動するまちづ

くり団体を対象に、①まちづくり団体の活動内容と活

動経緯からエリマネ団体としての実態を明らかにする。

次に大阪版 BID 条例で活用する都市計画諸制度註 6)に

着目して、②活動エリア内で運用しうる公共的空間と

営利行為註 9)に関する内容を含む規制緩和の状況を把

握する。以上から、③今後の大阪市都心部で、公共的

空間のエリマネ活動における位置づけを明らかにし、

エリマネ団体が公共的空間内の施設を維持管理するプ

ロセスへの知見を得ることを目的とする。	 

	 

	 

	 

	 
	 

	 

１−２.研究の位置づけ	 

	 エリアマネジメント活動の既往研究は、個別事例や

制度に着目した研究が多い。大都市都心部での(再開発

事業と連動した事例を含む)活動 6)や民有地内空地の

利活用 7)8)が主に挙げられる。公物管理、社会実験や

BID 註 7)では、道路の地域管理 9)、社会実験の経済価値

分析 10)、オープンカフェの継続条件 17)、旭川市買物

公園のマネジメントの変遷 15)、米国 BID の負担者自治
11)に着目した研究がある。	 

本研究では、エリアマネジメント活動における公共的空間の位置づけについて、「都市計画制度での位置
づけ、公共的空間での活動や営利行為といった運用及び将来都市像における公共的空間の運用」の整合性
を担保し、一体的な状態を保つことが重要であるとわかった。大阪市都心部でのエリアマネジメント団体
と大阪市にインタビュー調査を行った。エリアマネジメント活動の実態と公共的空間の状況、及び公共的
空間の運用における規制緩和から把握した。 
This paper showed that it was important to collateralize consistencies and keep the overall state about “Placing by 
city planning control system, Practical using such as activity and a profit-making activity at public space and 
Practical use in public space in the future's city image” for placing by the public space in area management activity. 
An interview investigation was performed in 7 area management cases at an inner city in the city of Osaka and 
Osaka city office. Then, it was grasped from the reality of the area management activity and deregulation in 
practical use in public space. 
 
 

図 1：大都市都心部のエリアマネジメント団体	 



 

	 しかし、大都市都心部でのエリアマネジメント活動

における公共的空間の位置づけと、公共的空間内の施

設を維持管理するプロセスを明らかにする研究は見あ

たらない。	 

２.研究方法と研究対象の選定	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

２−１.研究方法	 

	 本研究は、大阪市都心部で活動するまちづくり団体

を選定し(2 章)、選定したまちづくり団体へのインタ

ビュー調査註 14)から、エリマネ団体としての実態を把

握した(3 章)。次に大阪市へのインタビュー調査で活

動エリアの公共的空間と営利行為を含む規制緩和の状

況を把握した(4 章)。エリアマネジメント活動での公

共的空間の位置づけを明らかにし(5 章)、公共的空間

内の施設を維持管理するプロセスを考察した(6 章)。	 

２−２.研究対象の選定	 

	 大阪版 BID制度検討会の資料 12)と文献資料 2)13)及び

講演会資料註 10)から、大阪市都心部のまちづくり団体

を 13 団体抽出し、市街地特性ごとに整理した。	 

	 次いで参考文献 1)にある 13 のエリアマネジメント

活動の要素を元に、3 つの選定条件註 8)を設定した。空

間像や理念の条件［A］、空間や施設の条件［B］と情報

やサービスの条件［C］の有無を基準とし、3 つ全てを

満たす団体を研究対象とした。3 条件の有無の確認は

参考文献 2)13)とインターネット調査註 11)により行った。

13 団体中 7 団体が 3 条件を満たした（表 1）。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

３.エリアマネジメント団体としての実態	 	 	 	 	 

３−１.グランドデザイン・大阪と研究対象の立地	 

	 研究対象は、2012 年に大阪府市統合本部が策定した

「グランドデザイン・大阪」16)で、民間主導のまちづ

くりを位置づけたエリアに立地する。(図 2)。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

３−２.エリアマネジメント団体の活動内容	 

	 インタビュー調査で、まちづくり活動のエリアマネ

ジメント活動としての実態を把握した。選定条件［A］

〜［C］に、組織の条件［D］を追加し 3 つの類型が得

られた。本研究では公共的空間が、道路等の公物空間

と公開空地等の公的空間からなると考える註 2)。	 

【公的空間運用型】大阪ビジネスパーク協議会(以

下、OBP 協議会)/中之島まちみらい協議会(以下、

中之島協議会)/御堂筋まちづくりネットワーク

（以下、みどネット）が該当する。	 

［A］活動エリアが明確で、オフィス・商業の用途が

多く、建築物の規模も大きい。OBP 協議会は法的拘束

力のある建築協定、みどネットは壁面後退空間活用の

審査基準(方向性)を定めている。中之島協議会は緩や

かな合意形成を図るビジョンを作成している。	 

［B］個別の不動産所有者が、公的空間で清掃等の日

常的な維持管理を行う。それぞれで公物空間の日常的

な清掃等の維持管理は行っていないが、OBP 協議会と

みどネットでは年に数回の清掃等を実施し、中之島

協議会では橋洗いなどの地域の清掃に参加している。	 

［C］団体がイベントを主催又は共催している。ホー

ムページ(以下、HP)の運営を行い、みどネットでは

SNS による情報発信も行っている。	 

［D］活動エリア内の不動産を所有する法人の地権者

団体であり。会費の資金規模は 950 万円〜5,000 万円

程度と様々だが大きい。	 

［今後の取組み］各地権者単位の事業継続性担保と、

防災備蓄の平準化などが目的のエリア防災を検討し、

都市再生安全確保計画の策定・検討も行う。また、公

共的空間の活用を目指す構想の提案と取組みがある。	 

【公物空間運用型】御堂筋・長堀 21 世紀の会(以

下、長堀 21 世紀)/ミナミまち育てネットワーク

(以下、ミナミネット)/あべの筋魅力づくり協議会

(以下、あべの協議会)が該当する。	 

［A］活動エリアは長堀 21 世紀とあべの協議会は明

確で、重要なエリアの設定があり重層的である。ミナ

ミネットでは明確ではない。商業・娯楽・住宅などの

様々な用途が混在し、建築物の規模も多様である。	 

［B］公物空間で清掃や違法駐輪・広告物対策等の日

常的な維持管理を行う。長堀 21 世紀では団体が主導

し、ミナミネットとあべの協議会は商店会や町会を

単位に行い重層的である。また、年に数回の清掃や違

法駐輪対策等をそれぞれ行い、あべの協議会では阿倍

野歩道橋の清掃を年 1 回、大阪市と協働している。	 

［C］長堀 21 世紀とミナミネットでは HP 運営と SNS

の情報発信を行い、イベント主催又は共催をしている。

あべの協議会はHP運営やSNSによる情報発信は無い。	 

［D］法人以外に個人・商店会・町会などが参画する

図 2：大阪市都心部における調査対象の位置	 

表 1：調査対象の選定と市街地特性ごとの分類	 



 

団体で、地権者以外を含むが、エリア内に非会員が多

い。会費の資金規模は 30 万円〜350 万円程度と様々だ

が、公的空間運用型に比べ小規模である。	 

[今後の取り組み]公物空間を活用した構想の提案が

あり、地区の改善された環境のプロモーションや公物

空間を活用した収益事業の実施を目指している。	 

【公共的空間運用型】グランフロント大阪 TMO(以

下、GFO)が該当する。	 

［A］活動エリアはグランフロント大阪の施設内と周

辺の都市利便増進施設が対象で明確である。	 

［B］大阪市との利便協定により、利便施設の維持管

理を日常的に行う。整備計画に基づく道路占用許可の

特例を活用した広告物などの収益事業を行う。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

［C］SOCIO(サークル活動)で就業者や来訪者向けのイ

ベント実施し、梅田地区エリアマネジメント実践連絡

会への参加し、地域のプロモーションや清掃なども行

っている。共益性のある UMEGLE のサービス提供も行う。	 

[今後の取り組み]大阪版 BID 条例の充実支援や大阪

駅周辺の清掃などの環境美化やプロモーションがある。	 

３−３.	 エリアマネジメント団体の活動経緯	 

	 インタビュー調査註 14)、パンフレット及び参考文献
13)から把握した。市街地特性註 5)ごとに記述する。	 

【拠点開発地区】GFO/OBP 協議会が該当する。	 

[経緯：GFO]先行開発事業者 12 社を地権者に 2012 年

に発足した。2013 年のまちびらきから 2015 年 3 月ま	 

で大阪市と歩道維持管理協定し締結していたが、都市	 

再生推進法人の取得で、2015 年 4 月から大阪版 BID 条	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 例の適用を受けた。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2013 年にオープ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ンカフェ・広告物	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 掲出・UMEGLE の社	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会実験註 13)を実施	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 し、現在もサービ	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 スの提供を継続し	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ている註 4)。	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 [経緯：OBP 協議	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会]1970年に発足	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 した。ツイン 21	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 は 1986 年の開業	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 時から構内の清掃	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 活動をし、他の入	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 居企業も行うよう	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 になった。1990 年	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 代頃から地下鉄な	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 どのインフラ整備	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 、テレビ電波障害	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 と違法駐車の対策	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を実施した。2000	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 年代から違法駐輪	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 対策や環境美化活	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 動と地区活性化に	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 移行し、部会が多	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 様化する。2015 年	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 に一般社団法人と	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 なり、さらに社会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 実験に参加した。	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 【都市軸沿道地	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 区】中之島協議	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会/みどネット/	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 長堀 21 世紀が	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 該当する。	 

表 2：まちづくり活動の内容	 



 

	 [経緯：中之島協議会]以前から活動していたまちづ	 

くり団体が京阪中之島線の着工を契機に、中之島全体	 

での調整の必要性から、2004 年に統合・発足した。2000	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

年代に周辺で活動する他団体との協働が活発化し、河

川を活用した社会実験を伴うイベントへ参加している。	 

加えて、発足時から都市開発や環境配慮のビジョンを	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

表 3：まちづくり活動の経緯	 



 

策定している。敷地の大きな再開発が多く集積する。	 

	 [経緯：みどネット]2001 年に発足し、3 年を 1 クー

ルに活動を続けている。バブル崩壊後の金融再編で沿	 

道地上階のにぎわいが減少し、地区の活性化に向け	 

みどネットが立ち上げられた。発足当初から、まち	 

づくりに対する提案を複数行っている。地区計画に基	 

づく建築条例や賑わい施設誘導ボーナス制度による公	 

開空地整備などで、公的空間の形成と地上階へにぎわ

い施設を誘導している。大阪市の沿道建築物のデザイ

ンガイドラインがある。2000 年代から緩速車道や歩道

などの公物空間、壁面後退空間など公的空間を活用	 

した社会実験を蓄積している。2015 年に広告物自主ル

ールの検討を開始し、継続する御堂筋オータムパーテ

ィーでは、御堂筋の車道で F1 カーの走行を行った。	 

[経緯：長堀 21 世紀]1981 年に地元有志により発足。

90 年代の地下鉄長堀鶴見緑地線や地下街クリスタ長

堀の整備を視野に入れた活動が活発だった。80〜90 年

代に様々な構想を提案した。96 年に新橋交差点への

CHANEL の出店を契機に、沿道にスーパーブランドが集

積する高質な空間形成を目指して、大阪市と協働して

いる。大阪市の沿道建築物のデザインガイドラインが

ある。81 年の発足時から活動エリアの清掃活動を継続

し、2001 年の法人格取得後に、活動エリアを長堀通周

辺から 55ha に大きく拡大し、部会も多様化した。2000

年代から道路などを活用した社会実験を蓄積している。	 

【拠点ターミナル地区】ミナミネット/あべの協議

会が該当する。	 

[経緯：ミナミネット]以前から活動していたまちづ

くり団体が、2008 年に統合・発足した。地区周辺で活

動する団体の情報共有や活動の効率化を図るねらいが

ある。そのため、他団体が個別に活動する重層性があ

る。2013 年から清掃活動の主催を継続し、道頓堀川周

辺やなんば駅前広場で社会実験などに参加し、ている。	 

また南海電気鉄道が地区のまちづくりに貢献している。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

[経緯：あべの協議会]阿倍野筋沿道のまちづくりに	 

ついて、阿倍野筋沿道地域の意見を代表する組織とし

て、2013 年に発足した。1988 年に発足したあべのま	 

ちづくり構想研究会（以下、研究会）が活動を主導

する。研究会は阿倍野筋の東側を活動エリアとする。

1995 年の阪神大震災を受け、防災性能向上に向けた取

組みが行われた。2008 年に近鉄百貨店の商業施設 and

の開発と連動して、民有地の壁面後退を誘導し、緊急

車両が通行可能な道路を整備した。また、大阪市と阿

倍野歩道橋の清掃を年 1 回行っている。2011 年以降、

阿倍野筋沿道の東西での再開発や、主要駅と商業施設

の回遊性を担保する歩道橋のリニューアルが行われた。

2013 年に阿倍野区将来ビジョンが示され、それを受け

あべの協議会が構想を提示し、2015 年から「阿倍野

筋の魅力づくり整備事業」が開始された。2015 年 12

月〜2016 年 1 月に阿倍野区が道路占用許可を取得し、

区と阿倍野歩道橋のイルミネーションを実施した。	 

４.	 活動エリアの公共的空間と規制緩和の状況	 	 

大阪市の各部局へのインタビュー調査で把握した。	 

４−１.公共的空間と都市計画諸制度	 

	 活動エリアの公共的空間と都市計画諸制度を表 4に

示す。［都市計画諸制度］地区計画と整備計画、地区

計画に基づくガイドライン及びその事前協議要綱の制

定の有無、［公物空間］道路：緩速車道・遊歩道・歩

道橋・橋、河川：河川・堤防・船着場、公園：都市公

園の有無、［公的空間］総合設計制度や地区計画に担

保された民有地内空地の有無がある。また GFO の内容

から、整備計画に利便施設を位置づけ、利便協定の締

結による維持管理をし、整備計画に基づく道路占用許

可の特例の活用で収益事業を実施していると分かった。	 

４−２.公共的空間の規制緩和の状況	 

	 規制緩和の状況を表 5 に示す。公開空地の占用は規

制緩和され、営利行為に関するルールを検討している。	 

公的空間の連担した運用は社会実験の実施で実績を蓄	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

表 4:公共的空間に関わる都市計画諸制度	 



 

積し、営利行為を含む運用は事前協議要綱で担保する。	 

屋外広告物の規制緩和はあるが営利性は高くない。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

５.	 エリマネ活動における公共的空間の位置づけ	 

	 地区ごとのエリマネ活動における公共的空間の位置

づけを表 6 に示す。大阪版 BID 条例の適用を鑑みての

枠組みではあるが、地区計画と都市再生整備計画での

決定又は変更・公共的空間での活動と営利行為・将来

都市像に描く公共的空間の運用・利便協定による利便

施設の管理に関する該当状況から把握できる。	 

	 GFO を除いた地区での該当状況に関して、現状では

地区計画や整備計画での位置づけの有無があり、今後

は大阪版 BID 条例の適用に向けて、制度上で決定又は

変更が必要である。また、それと連動するように公共

的空間での営利行為の実施が担保される必要がある。

その際、エリマネ団体が掲げる将来都市像と整合した

公共的空間の運用を実施することが望まれる。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

６.公共的空間内の施設を維持管理するプロセス	 	 

	 エリマネ団体による公共的空間内の施設の維持管理

には、①占用許可などを伴う運用の蓄積、②地区計画・

整備計画の位置づけと関連づけた収益事業を含む事業

の実施、③将来都市像で描く公共的空間の運用と整合

した利便協定に基づく公共的空間内の施設の維持管理

の実施、というプロセスがある。(表７)	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

７.まとめ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 本研究でまず、エリマネ活動の実態から公共的空間

の運用は 3 類型に分類できた。公共的空間の運用によ

るエリマネ活動の成熟は、継続的なまちづくり活動を

反映し、現在はエリマネ活動に移行したと分かった。	 

	 その中で、公共的空間はいくつかの都市計画諸制度

によって運用のコントロールを受けていること、大阪

市でも活動に伴う公的空間と公物空間の占用や営利行	 

為に関する規制緩和が進められていることがわかった。	 

	 公共的空間の位置づけは、エリマネ活動の実態の多

様さを反映しているが、大阪版 BID 条例の適用の枠組

みから鑑みることで明らかにした。地区計画・整備計

画での位置づけ・公共的空間での活動と営利行為・将

来都市像と利便施設の(維持)管理が整合する状態を仮

定し、現段階の地区ごとの状況がわかった。	 
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註 1)	 エリアマネジメント活動とは、「一定の広がりを持った特定エリアについて継続的な視点で都市づ
くりから地域管理まで一貫して行う活動」とする。	 
註 2)	 公共的空間とは「土地所有の公有私有を問わず、全ての人に開かれている公共性を有し、営利を
主目的としない空間」と考え、そのうち民間が所有する公開空地・壁面後退空地等の空間を公的空間、行
政が所有する道路や河川等の公共施設等の空間を公物空間と定義する。	 
註 3)	 運用は公共的空間での活動(占用など)、営利行為、維持管理を指す。都市利便増進協定に基づく
都市利便増進施設の維持管理は、「都市利便増進協定に基づく公共的空間内の施設の維持管理」とする。	 
註 4)	 大阪市エリアマネジメント活動促進条例とは、一般社団法人などの法人格を既に取得しているエ
リアマネジメント団体に、①都市再生推進法人として公的な位置づけを付与し、②都市計画法に基づく地
区計画と都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画の区域内で都市利便増進協定を市と締結し、③一
定の割合以上の合意を得た地権者らから負担金を徴収するとともに、④活動期間年限中に、⑤エリアマネ
ジメント活動の対象となる都市利便増進施設等の維持管理等に対して分担金を交付する制度である。	 
註 5)	 市街地特性を以下に示す。	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
註 6)	 都市計画諸制度は、都市計画法・建築基準法・都市再生特別措置法、及び公物管理法と大阪市の
条例や大阪市と締結する協定などの規制・誘導を指す。	 
註 7)	 BID 制度とは Business	 Improvement	 District の略称である。制度としては、①その範囲(地区)
を明確に指定し、②地区の管理運営を行う主体の位置づけがあり、③期間中に実施するプログラムで整
備・管理する施設が明示され、④財源の徴収方法や受益者資金負担の方法等を法的に位置づけるパッケー
ジとなっている点が特徴の制度である。	 
註 8)	 選定条件は、将来像に関する「［A］空間像や理念に関する条件」・地区の公共的空間の運用に関す
る「［B］空間や施設に関する条件・［C］情報やサービスに関する条件」・活動の基盤に関する「［D］組織
に関する条件」の 4 条件である。	 
註 9)	 営利行為とは、「公共的空間において、オープンカフェ・物販・駐輪場などの有形・無形のサービ
スの提供を通じて利益を得ること、又は広告事業により利益を得ること」とし、収益事業とは営利行為を
伴う事業のことを指す。  
註 10)	 2015 年 9 月 18 日の「御堂筋シンポジウム『御堂筋の未来とエリアマネジメント』」の配布資料。  
註 11)	 インターネット調査を行った調査対象の HP アドレス等の概要を以下に示す。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
註 12)	 既成市街地とは、「現時点で既に形成された市街地」を意味し、土地区画整理による再開発を受け
ていても、数十年経過していれば、既成市街地と考える。  
註 13)	 本研究での社会実験とは、主に国土交通省の公募するプログラムを指しているが、環境省や大阪
市・大阪府等が実施主体のプログラムも含むと考える。  
註 14)	 以下にインタビュー調査の対象を示す。  
 
 
 
 
 
 

表 5:公共的空間に関する規制緩和の状況	 

表７：公共的空間内の施設を維持管理するプロセス	 

表 6：エリアマネ活動における公共的空間の位置づけ	 



 

討議	 

	 

討議【	 内田敬	 】	 

	 ２つある。１つめは、まちづくり活動の中でエリア

マネジメント活動がどういった位置づけになるのか。

２つめは、エリアマネジメント活動が今後展開してい

く時にいくつかある重要なプロセスの中で、最も重要

なプロセスは何か。	 

回答(ひとつめ)	 

	 図 1 で示したように(大規模な再開発に伴っていな

い)既成市街地などで活動するエリアマネジメント団

体は、東京 23 区以外の都市で多いことが確認できた。

まちづくり活動というものは(大規模な再開発を伴っ

て整備された)民有地内での活動というより、道路等の

公物を挟んで異なる地権者らが協働して行う活動であ

ると考えている。	 

	 つまり、本研究の視点からエリアマネジメント活動

がまちづくり活動の中で、どのような位置づけにある

かということについては、①民有地内でのエリアマネ

ジメント活動が事例としても取り上げられやすかった

が、②道路等の公物を挟んで異なる地権者が協働して

活動するまちづくり活動がエリアマネジメント活動へ

と変化してきており、③その変化の過程にあるギャッ

プを位置づけと考えると、④まちづくり活動の内容を

維持・発展させながら、自主財源による活動の安定性・

持続性の担保及びそのための利益追求を担保できる組

織形態の取得を行うということが、まちづくり活動の

中でのエリアマネジメント活動の位置づけに相当する。	 

回答(ふたつめ)	 

	 エリアマネジメント活動が今後展開していく時に重

要なプロセスに関して、現状では自主財源をどこで稼

ぐかと言う点に最も重要な部分が集約されると考えて

いる。大阪市では 4 章にあるように、公開空地での営

利行為の規制緩和が適用される等している。参考文献

17)も合わせて考える場合、①営利行為自体の収益性が

確保されること、②収益性が乏しくとも公共性・公益

性・共益性の有無も合わせて考慮して営利行為のバリ

エーションを担保すること、③その営利行為が公的空

間・公物空間の両方において維持管理と空間の質の向

上を担うことが実現されることである。	 

	 表 6 から言えば、公的空間・公物空間の両方を運用

できるか、公的空間が少なく公物空間の運用になるか

の２つの方法論があると考えられるが、後者の場合に

は地区計画を決定しておいて公的空間の将来的な整備

誘導を行い、公的空間の形成を担保する必要があると

思う。以上を踏まえると、公的空間と公物空間は異な

る根拠法によって規制緩和されているが、営利行為を

含めて公共的空間を横串に連動させた運用の担保を行

えるようになる点が最重要である。	 

討議【	 内田敬	 】	 

	 具体的には？	 

回答	 

	 営利行為の中で収益性が高く、導入時の感触として

おそらく有効なのは広告物掲出の事業であるとの回答

を得ている。公開空地での営利行為が規制緩和され、

道路空間でも都市再生整備計画の特例道路占用を活用

すれば、まずは収益性が高く維持管理の簡便な営利行

為が公共的空間の運用として可能となる。	 

	 広告物掲出は景観コントロールや歩行空間の安全性

の確保とも裏表であるから、景観の保全と歩行の安全

を確保するための広告物掲出の物質的な面でのルール

づくりが必要となる。また、屋外広告物掲出による営

利行為では地域活性化に資する活動にかかる費用への

充当が規制緩和の条件であり、地域活性化に資すると

いうことの解釈・論理的な建付けが必要となるが、同

時に地域活性化に資する活動のバリエーションを増や

すことも重要と考える。	 

	 

討議【	 倉方俊輔	 】	 

	 梗概の中にある年表で書いているように、地域のま

ちづくり活動等の継続的な時間軸に沿った部分が重要

であると思うが、大阪でのエリアマネジメント活動が

まちづくりの歴史や都市の歴史、エリアマネジメント

の歴史などから、今後重要になりそうなことはないか。	 

回答	 

	 本研究はまちづくり活動の延長にエリアマネジメン

ト活動があり、現在までにまちづくり活動がエリアマ

ネジメント活動へ変化してきたことを捉えた。まちづ

くり活動にとって重要な要素のひとつに、活動を行う

都市空間の歴史があると考えている。街路構造や幅員、

他に切妻・妻入が多いかどうかも都市によってはある

と思う。道路等の公物空間を挟んで活動するエリアマ

ネジメント活動についても同様に重要である。なぜな

ら、それは活動する都市空間の質を向上させる際のコ

ンセプトとなるからである。地区ごとにエリアマネジ

メント活動の実態が異なり、まちづくり活動の現時点

的な変化としてエリアマネジメント活動が確認できた

が、今後も変化していくことは確実である。その際、

空間の質の向上もまた地区ごとに異なるものとなる必

要があり、多様性を担保する規制緩和のルールづくり

が必要である。	 

	 加えて、図 1 でも分かるように再開発事業と連動し

た団体は東京 23 区に多く、それ以外では既成市街地等

で活動する団体が多い。中でも最もその数の多い大阪

市は、他の都市に対する公共的空間の運用方法を示唆

できる引き出しが多いと考える。	 
 


